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１ 背景及び趣旨 
我が国は国民皆保険制度のもと、高い保健医療水準を誇り世界最長の平均寿命を達

成するにいたっている。 
しかしながら、医療技術の進歩や急激な高齢化などによる医療費の増加などの環境

変化の中、医療保険制度を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、構

造改革が求められている。 
このような状況に対応するため、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づいて、

医療保険者に対して、40 歳以上 75 歳未満の被保険者を対象とする糖尿病等の予防に
着目した特定健康診査及び特定保健指導の実施が義務付けられたところである。 
本計画は、文京区国民健康保険に加入する被保険者に対して実施する特定健康診査

及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査及び特定保健指導

の実施並びにその成果に係る目標に関する基本的事項について定めるものである。 
 
２ 特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病 

     特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病は、内臓脂肪症候群（メタボ
リックシンドローム）の該当者・予備群とする。 

   これは、内臓脂肪型肥満が共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を引き起

こす病態であり、それぞれが重複した場合、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスク

が高く、内臓脂肪を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考え

方を基本としたものである。 

 
３ 計画の性格 
   本計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律第１８条 特定健康診査等基本指針」
に基づき、文京区国民健康保険が策定する計画であり、東京都医療費適正化計画等と

十分な整合性を図るとともに、健康増進法第９条に規定する健康診査等指針に定める

内容に留意する必要がある。 

文京区は、基本構想に掲げている「すべての区民の健康づくりを進める」ための施

策として、平成 14 年度に「健康ぶんきょう２１」を策定し、平成 15 年度から平成 24

年度までの 10 年間を計画期間とした施策を実施している。この「健康ぶんきょう２１」

の基本理念としては、①一次予防の重視②健康寿命の延伸③生活の質（ＱＯＬ）の向

上が掲げられている。 

また、平成 18 年度から平成 20 年度を計画期間とする「文京区地域福祉計画」では、

「保健計画」の小項目として「基本健康診査」が掲げられている。 

このため、この特定健康診査等実施計画は、「文京区地域福祉計画」の小項目である

「基本健康診査」の一部を実施計画化したものと位置づける。 
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４ 計画の期間 

本計画は、「高齢者の医療の確保に関する法律」第 19 条第１項の規定に基づき、５年

を一期とし、第１期は平成 20 年度から平成 24 年度までとし、５年ごとに見直しを行う。 

 

５ 文京区国民健康保険における現状 

 (1) 特定健康診査等の対象者 

     文京区の人口（外国人登録人口を除く）は、平成 19 年１月１日現在で 183,491 人、

このうち、国民健康保険の被保険者は、67,646 人である。 

      また、特定健康診査及び特定保健指導の対象となる 40 歳以上 75 歳未満の被保険

者は、33,379 人で全体の約半数を占めている。 

 

(2)  基本健康診査の現状 

     平成 18 年度に老人保健法に基づき実施した節目健診・成人健診・高齢者健診の受

診者から算定した特定健康診査の対象となる 40 歳以上 75 歳未満の国民健康保険被

保険者の受診率は 39.7％である。 

        年齢区分別の受診状況は、以下のとおりであるが、特に 40 歳代の男性の受診率が

低い。 

年齢区分 男性 女性 合計 

40-44 14.6% 21.2% 18.0% 

45-49 19.6% 25.5% 22.7% 

50-54 21.3% 29.0% 25.4% 

55-59 23.2% 33.8% 29.0% 

60-64 30.1% 41.3% 36.5% 

65-69 47.0% 58.2% 53.5% 

70-74 58.8% 66.5% 63.4% 

75- 58.9% 59.2% 59.1% 

40-74 計 33.6% 44.6% 39.7% 

合  計 40.0% 49.5% 45.6% 

  

 (3) 医療費の状況 

     文京区の平成 18 年度の国民健康保険の医療費総額（老人保健制度による医療費を

除く）は、約 123億円で、一人当たりの医療費は 23万 7千円であり、年々増加傾向
にある。 
次に、平成 18年 5月診療分における主要 11疾病（※参照）に要した医療給付費用
額は、約 1億 3,600万円となり、全体の医療給付費（約 6億 9千万円）の 19.6％を占
めている。 
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また、年齢階層別に主要 11 疾病の疾患件数をみると、糖尿病と高血圧性疾患は 30
歳代から、また、虚血性疾患と脳梗塞は 40 歳代からが、また脳内出血、その他の脳
血管疾患は 50歳代からの増加が顕著となっている。 
なお、疾病別に受診率（レセプト件数÷被保険者数）をみると、「高血圧性疾患」

（7.5％）が最も高く、次いで高脂血症を含む「その他の内分泌、栄養及び代謝疾患」
（3.2％）、「皮膚炎及び湿疹」（2.7％）、「糖尿病」（2.4％）の順となっており、生活習
慣病が上位を占めている。 

 
一人当たりの医療費推移（平成 18年度文京区国民健康保険） 

一般被保険者 退職被保険者 一般＋退職 計 

区分 

年度 医療給付 
費用額 

被保険

者年間

平均人

数 

一人当たり

の医療費 
医療給付 
費用額 

被保険

者年間

平均人

数 

一人当たり

の医療費 
医療給付 
費用額 

被保険

者年間

平均人

数 

一人当たり

の医療費 

14年度 7,361,093,459 43,719 168,373 1,589,423,288 4,602 345,377 8,950,516,747 48,321 185,230

15年度 8,425,695,909 43,662 192,975 2,049,928,479 5,368 381,879 10,475,624,388 49,030 213,657

16年度 8,831,091,094 44,185 199,866 2,440,713,638 6,300 387,415 11,271,804,732 50,485 223,270

17年度 9,397,318,217 44,320 212,033 2,844,808,768 6,932 410,388 12,242,126,985 51,252 238,861

18年度 9,193,987,377 44,457 206,806 3,125,192,908 7,616 410,346 12,319,180,285 52,073 236,575

一人当たりの医療費＝医療給付費用額÷被保険者年間平均人数 

 

※ 主要 11 疾病 

  主要 11 疾病とは、119 ある疾病中分類の中から、生活習慣病予防・介護予防に関係する

と考えられる疾病を、東京都国保連合会が選定したものであり、具体的には、以下のとお

りである。 

糖尿病、高血圧性疾患、虚血性心疾患、その他の心疾患、くも膜下出血、脳内出血、 

  脳梗塞、脳動脈硬化（症）、その他の脳血管疾患、動脈硬化（症）、血管性及び詳細不明

の認知症 
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第１章 達成しようとする目標 

 

１ 目標の設定 

本計画の実行により、特定健康診査受診率を 65％、特定保健指導実施率を 45％、内

臓脂肪症候群の該当者・予備群の 10％減少を平成 24 年度までに達成することを目標

とする。 

 

２ 文京区国民健康保険の特定健康診査・特定保健指導の目標値 

 （１）目標値 

    特定健康診査等基本指針に掲げる参酌基準をもとに、文京区国民健康保険にお

ける目標値を以下のとおり設定する。 

 

    

  （２） 実施予定者数 

平成 20 年度から平成 24 年度までの特定健康診査及び特定保健指導の実施予定

者数について、過去 5年間における国民健康保険加入被保険者数の伸び率を参考

に、以下のとおりと推計する。 

 

 平成 24 年度までの各年度の実施予定者数（推計） 

※ 実施予定者数の推計は別添算出シート参照。 

   

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

特定健診 

受診率 

 

45％ 50％ 55％ 60％ 65％

特定保健

指導実施

率 

25％ 30％ 35％ 40％ 45％

内臓脂肪
症候群の
該当者・
予備群の
減少率 

― ― ― ― 10％減少

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

特定健診 14,996 人 16,661 人 18,325 人 19,989 人 21,654 人

特定保健 
指  導 881 人 1,174 人 1,507 人 1,878 人 2,465 人
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第２章 特定健康診査・特定保健指導の実施方法 

 

 １ 特定健康診査 

  （１）実施場所 

     文京区内の医療機関で実施する。 

     なお、必要に応じ区外医療機関についても実施場所とすることができる。 

  

  （２）実施項目 

     実施項目は、以下のとおり、原則として「標準的な健診・保健指導プログラム

（確定版）」（平成 19 年 4 月 厚生労働省 健康局）第２編第２章に記載されてい

る健診項目とする。 

    ア 基本的な健診項目 

ア） 質問項目 

イ） 身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲（内臓脂肪面積）） 

ウ） 理学的検査（身体診察）、 

エ） 血圧測定、血液化学検査（中性脂肪，ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコ

レステロール） 

オ） 肝機能検査（ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ－ＧＴ（γ－ＧＴ

Ｐ）） 

カ） 血糖検査（文京区独自方式とし、原則として空腹時血糖を測定し、必要

に応じてＨｂＡ１ｃを実施する。） 

キ） 尿検査（尿糖、尿蛋白） 

イ 詳細な健診の項目 

    一定の基準の下、医師が必要と判断したものを選択 

ア） 心電図検査 

イ） 眼底検査 

ウ） 貧血検査 

    ウ 付加健診項目 

   文京区一般施策として、特定健康診査実施にあわせ、以下の項目については、

医師が必要と判断したものを実施する。 

ア） 胸部Ｘ線検査 

イ） 血清尿酸検査 

ウ） 血清クレアチニン検査 

 

  （３）実施時期 

     特定健康診査の実施時期は、一定の受診期間を指定して実施する。 
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     なお、この他に未受診者を対象とした受診期間を別途設定し、未受診者健診を

実施する。 

      

（４）委託の有無 

区内医師会への委託により実施する。 

但し、必要に応じて健診機関等への委託も行う。 

 

   （５）受診方法 

     指定された期間内に受診券（別添参照）及び保険証を持参の上、区内医療機関

等指定された場所で受診する。 

     上記期間内に受診できなかった者は、その後に設定される再受診受付期間内に

受診するものとする。 

     原則として、受診に係る本人負担は無料とする。 

 

  （６）周知・案内方法 

    ア 健診の実施 

個人ごとに受診券（別添参照）を送付し、特定健康診査の実施を周知する。 

なお、区報及び区ホームページに加え、「国保だより」等に掲載の上、周知を

図る。 

    また、各種チラシ及びポスター等で健診の必要性等について意識啓発を図る。 

  イ 健診結果 

健診結果については、健診機関より受診者本人に直接伝える。 

 

  （７）事業主健診等の健診受診者のデータ収集方法 

     特定健康診査の対象となる被保険者で、事業主健診等他の健診を受診した者に

ついては、その健診内容のうち特定健康診査の実施項目と重複する部分について

医療保険者での実施が不要となる。 

このため、事業主健診等他の健診を受診した場合には、受診結果を書面で提出

してもらう旨の案内を、受診券送付時に同封するなどの方法により、受診結果の

収集に努めていく。 

 

（８）特定健康診査データの保管及び管理方法 

特定健康診査データは、原則として特定健康診査を受託する医療機関が、国の

定める電子的標準様式により、東京都国民健康保険団体連合会（以下「国保連」

という。）へ提出する。 

なお、事業主健診等他の健診を受診した者から収集した特定健康診査の結果デ
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ータについては、文京区が国の定める電子的標準様式により、国保連にデータを

提出する。 

特定健康診査に関するデータは、原則５年間保存とし、国保連に管理及び保管

を委託する。 

 

  （９）年間スケジュール 

     別添「年間スケジュール」のとおり 

 

 ２ 特定保健指導 

（１）実施場所 

   保健サービスセンター及び特定保健指導業務受託機関の提供する場所等で実施

する。 

 

（２）実施内容 

   実施内容は、「標準的な健診・保健指導プログラム」第３編第３章に記載されて

いる内容とする。 

   特定保健指導とは、対象者の生活を基盤とし、対象者が自らの生活習慣の課題

に気づき、健康的な行動変容の方向性を自らが導き出せるよう支援するため、健

康課題や優先順位を対象者と共に考え、実行可能な行動目標を立てられるよう支

援できるプログラムを開発し、個別面接や小集団のグループワーク等を活用し行

動変容のきっかけづくりを行うことである。 

     なお、特定保健指導プログラムは、対象者の保健指導の必要性ごとに「情報提

供」、「動機付け支援」、「積極的支援」に区分されるが、各保健指導プログラムの

目標を明確化した上で、サービスを提供する必要がある。 

また、特定保健指導の実施に当たっては、医師、保健師、管理栄養士等が中心

となって、対象者が参加しやすい条件を整えつつ実施する。 

 

（３）実施時期 

   特定保健指導は、年間を通して実施する。 

   但し、当該年度における特定保健指導対象者への特定保健指導は、特定健康診

査受診後一定期間経過後から当該年度末までに着手するものとする。 

 

（４）委託の有無 

   特定保健指導は、区が直接実施するとともに、特定保健指導業務受託機関への

委託により実施する。 
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（５）指導方法 

   指定された期間内に指定された場所で、指導利用券（別添参照）及び保険証を

持参の上、指導を受ける。 

   原則として、特定保健指導に係る本人負担は無料とする。 

 

（６）周知・案内方法 

  ア 特定保健指導の開始 

    特定保健指導の対象者ごとに、指導利用券を送付し、指導の開始を周知する。 

なお、区報及び区ホームページに加え、「国保だより」等に掲載の上、周知を

図る。 

    また、各種チラシ及びポスター等で特定保健指導の必要性等について意識啓発

を図る。 

 

（７）特定保健指導データの保管及び管理方法 

特定保健指導のデータは、原則として特定保健指導実施機関が、国の定める電

子的標準様式により、国保連へデータを提出する。 

特定保健指導に関するデータは、原則５年間保存とし、国保連の管理及び保管

を委託する。 

 

  （８）年間スケジュール 

     別添「年間スケジュール」のとおり 

 

 

  （９）特定保健指導対象者の選出（重点化）の方法 

     特定保健指導は、原則としてすべての対象者に実施することとする。 

     但し、対象者数が当初予定を超えた場合については、予防効果が多く期待でき

る層を優先的に実施するという観点から、以下の基準に基づき対象者の選出を行

うものとする。 

ア 年齢が若い対象者を優先する。 

イ 健診結果が前年度と比較して悪化し、健診結果の保健指導レベルが前年度よ

り高くなり、より緻密な保健指導を必要とする者を優先する。 

ウ 質問票の回答により、生活習慣改善の必要性が高いと認められたものを優先

する。 

エ 前年度、積極的支援または動機付け支援の対象者でありながら、保健指導を 

受けなかった者を優先する。 
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第３章 個人情報の保護 

    特定健康診査及び特定保健指導で得られる健康情報等の取り扱いについては、個人情報

の保護に関する法律を踏まえた対応を行うとともに、文京区個人情報の保護に関する条例

を遵守する。 

  また、特定健康診査及び特定保健指導を受託した事業者についても、同様の取り扱い

とするとともに、業務によって知り得た情報については、守秘義務を徹底し、業務終了

後も同様とする。 

さらに、個人情報の管理（書類の紛失・盗難等）にも十分留意するものとし、これら

を取り扱う者に対して、その内容の周知を図る。 

  

第４章 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

  本計画の周知は、高齢者の医療の確保に関する法律第１９条３「保険者は、特定健康

診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない」に基づき区報及び区ホームページに掲載するとともに、行政情報コーナーに

配備する。 

  また、区内町会・民生委員・医師会等を通じて、特定健康診査の目的等の周知を図り、

特定健康診査及び特定保健指導の受診を勧奨していく。 

 

第５章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

  本計画については、文京区地域福祉推進協議会において進行管理及び評価・見直しを

行うものとする。 

  また、文京区国民健康保険運営協議会に対し、その結果を報告する。 

  評価は、「特定健康診査・特定保健指導」の成果について行うものであり、有病者や予

備群の数、生活習慣病関連の医療費の推移などが評価項目となる。 

なお、成果が数値データとして現れるのは数年後になることが想定されるため、健診結

果や生活習慣の改善状況など、短期間で評価ができる事項についても評価を行っていく。 

 

第６章 その他 

特定健康診査の実施に当たっては、介護保険法による 65 歳以上の高齢者を対象とした

「生活機能評価」について同時実施に努めるとともに、区で実施する各種がん検診等、

区民の利便性を考慮しながら実施することとする。 

  また、文京区国民健康保険被保険者以外の者等に対しての特定健康診査及び特定保健

指導については、今後の各保険者の状況等を加味しつつ対応を図るものとする。 

 



特定健康診査等実施予定者数の推計
国保加入者の伸び率からの推計

１　年齢階級別国民健康保険加入被保険者数（実数：平成15年度～19年度） 単位：人

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
0-4 97.5% 98.1% 538 534 0.947 0.976 568 547 0.958 0.987 593 554 0.988 1.022 600 542 1.005 0.939 597 577 0-4
5-9 98.8% 99.1% 641 605 0.986 0.965 650 627 1.009 0.992 644 632 0.943 0.995 683 635 1.015 1.011 673 628 5-9
10-14 98.3% 99.1% 675 670 0.956 1.011 706 663 1.016 0.966 695 686 0.930 0.994 747 690 1.029 0.993 726 695 10-14
15-19 97.0% 95.5% 842 732 0.995 0.968 846 756 0.953 0.963 888 785 0.975 0.937 911 838 0.958 0.953 951 879 15-19
20-24 97.8% 99.1% 1,308 1,315 0.986 1.005 1,327 1,309 0.925 0.948 1,435 1,381 0.987 1.018 1,454 1,356 1.014 0.995 1,434 1,363 20-24
25-29 97.1% 98.1% 1,902 1,798 0.951 0.979 2,001 1,836 0.969 0.985 2,066 1,864 0.959 0.959 2,155 1,944 1.007 1.001 2,141 1,943 25-29
30-34 100.6% 98.4% 2,119 1,921 0.976 0.942 2,172 2,040 0.983 1.015 2,209 2,009 1.030 0.930 2,145 2,160 1.037 1.048 2,068 2,062 30-34
35-39 103.6% 102.7% 2,030 2,020 1.026 1.059 1,979 1,908 1.037 0.982 1,908 1,943 1.034 1.025 1,846 1,895 1.049 1.041 1,760 1,820 35-39
40-44 101.5% 100.7% 1,652 1,686 0.998 0.939 1,656 1,796 1.020 0.987 1,624 1,819 1.002 1.042 1,620 1,745 1.040 1.059 1,557 1,648 40-44
45-49 100.1% 101.8% 1,498 1,633 1.004 1.038 1,492 1,573 0.986 1.007 1,513 1,562 0.975 1.040 1,552 1,502 1.037 0.989 1,496 1,519 45-49
50-54 92.4% 94.1% 1,542 1,758 0.925 0.984 1,667 1,786 0.944 0.936 1,765 1,908 0.918 0.920 1,922 2,073 0.907 0.921 2,118 2,250 50-54
55-59 104.1% 102.7% 2,388 2,769 0.998 0.963 2,392 2,875 1.038 1.036 2,304 2,774 1.083 1.064 2,127 2,608 1.046 1.044 2,034 2,498 55-59
60-64 99.9% 99.0% 2,292 3,017 0.951 0.979 2,410 3,082 0.957 0.945 2,517 3,263 1.008 0.981 2,497 3,327 1.080 1.057 2,312 3,149 60-64
65-69 100.4% 99.3% 2,666 3,785 1.037 1.014 2,571 3,733 0.998 0.982 2,577 3,803 0.995 0.982 2,590 3,874 0.986 0.995 2,627 3,893 65-69
70-74 101.9% 100.6% 2,715 3,930 0.993 1.002 2,734 3,921 1.019 1.015 2,682 3,864 1.028 1.018 2,608 3,796 1.036 0.990 2,517 3,835 70-74
75- 103.4% 104.4% 4,946 9,416 1.034 1.039 4,784 9,060 1.039 1.039 4,604 8,723 1.024 1.046 4,495 8,340 1.039 1.052 4,326 7,929 75-
合計 100.4% 100.6% 29,754 37,589 0.993 1.002 29,955 37,512 0.998 0.998 30,024 37,570 1.002 1.007 29,952 37,325 1.021 1.017 29,337 36,688 合計

※　各年度の被保険者数は実績。

（再掲） 単位：人 ２　特定健診・特定保健指導実施年度の該当被保険者数（推計：平成20年度～平成24年度） 単位：人

男性 女性 計 男性 女性 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計
10,055 9,595 19,650 98.8% 98.8% 9,934 9,480 19,414 9,815 9,366 19,181 9,697 9,254 18,951 9,581 9,143 18,724 9,466 9,033 18,499
9,372 10,863 20,235 99.6% 99.7% 9,335 10,830 20,165 9,297 10,798 20,095 9,260 10,766 20,026 9,223 10,733 19,956 9,186 10,701 19,887
5,381 7,715 13,096 101.2% 100.0% 5,446 7,715 13,161 5,511 7,715 13,226 5,577 7,715 13,292 5,644 7,715 13,359 5,712 7,715 13,427
4,946 9,416 14,362 103.4% 104.4% 5,114 9,830 14,944 5,288 10,263 15,551 5,468 10,714 16,182 5,654 11,186 16,840 5,846 11,678 17,524
14,753 18,578 33,331 100.0% 99.7% 14,780 18,545 33,325 14,808 18,513 33,321 14,837 18,481 33,318 14,867 18,448 33,315 14,898 18,416 33,314
29,754 37,589 67,343 99.7% 99.5% 29,829 37,856 67,684 29,911 38,142 68,053 30,002 38,449 68,451 30,102 38,777 68,878 30,210 39,127 69,337

３　特定健診・特定保健指導実施に関する目標値 （　％／人　）

４　特定保健指導階層化後の人数
○40-64歳 単位：人 ○65-74歳 単位：人

注１）　40～64歳：動機付け支援・・ 男性 11.8% 女性 10.2%

男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 　　　　　　　　　積極的支援・・・ 男性 24.6% 女性 6.0%

２０年度 496 497 993 1,033 292 1,326 ２０年度 676 528 1,204 　　　　65～74歳：動機付け支援・・ 男性 27.6% 女性 15.2%

２１年度 549 551 1,099 1,144 324 1,467 ２１年度 761 586 1,347

２２年度 601 604 1,205 1,253 355 1,608 ２２年度 847 645 1,492 （国のデータによる出現率で積算）

２３年度 653 657 1,310 1,361 386 1,748 ２３年度 935 704 1,638

２４年度 705 709 1,414 1,469 417 1,886 ２４年度 1,025 1,154 2,178

目標項目

特定健診受診率

平成20年度
参考：受診者数

14,996

25% 881

平成24年度
受診率（％） 参考：受診者数 参考：受診者数 参考：受診者数 参考：受診者数

2,465

参考：実施者数

平成21年度 平成22年度 平成23年度

被保険者数 被保険者数

実施率（％） 参考：実施者数 実施率（％） 参考：実施者数 参考：実施者数

40% 1,878 45%1,174 35% 1,507

実施率（％）実施率（％） 参考：実施者数

50%

受診率（％）

16,661 55%

受診率（％） 受診率（％） 受診率（％）

21,65418,325 60% 19,989 65%

年齢

被保険者数

前年対伸び率

平成24年度

平成16年度
被保険者数
平成15年度

平成22年度 平成23年度

被保険者数

平成19年度 平成20年度
被保険者数

年代別
平均伸び率

2007/3/31現在

前年対伸び率

被保険者数

平均伸び率
被保険者数

平成21年度

被保険者数

年齢
被保険者数

30%

0-39
40-64
65-74
75-

40-74計
合計

45%

実施率（％）特定保健指導
実施率

年齢

平成17年度平成18年度
被保険者数 前年対伸び率

平成19年度
前年対伸び率

減少率

動機付け支援
年度 年度

積極的支援 動機付け支援

内臓脂肪症候群の該当
者・予備群の減少率

―
 
1
0
 
―

（
別
添
）

減少率
-10%

減少率 減少率減少率



（別　　添）

いかどうかを確認してください。

して訂正を受けてください。

不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を

受けることもあります。

特定保健指導はこの券に記載してある有効期限内に受診してください。

8 この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに保険者に差し出

ある他、国への実施結果報告として匿名化され、部分的に提出されます

ので、ご了承の上、受診願います。

6 被保険者の資格が無くなったときは、５日以内にこの券を保険者に返

7

4 特定保健指導は、この券に記載してある有効期限内に受診してください。

5 特定保健指導のデータファイルは、決済代行機関で点検されることが

1 特定保健指導を利用するときには、この券と被保険者証を窓口に

提出してください。どちらか一方だけでは受診できません。

医療機関に受診中の場合、主治医に特定保健指導を受けても良

保険者所在地 東京都文京区春日１丁目

積極的支援

窓口の自己負担
負担額 負担率

円 ―

支払代行機関番号 9999999

保険者番号・名称 Z Z 0

支払代行機関名 東京都国民健康保険団体連合会

0 印影
省略東京都文京区

0 0 0 0

契約とりまとめ機関名

保険者電話番号 03-5803-1191

支払代行機関番号
支払代行機関名

9999999
東京都国民健康保険団体連合会

（原則、特定保健指導開始時に全額徴収）

特定保健指導区分 保険者負担上限額

―

16番21号

昭和30年4月30日

男

0 0 0
東京都文京区

利用券整理番号 00000000000

0 0 0

特
定
健
診

そ
の
他

2 特定健康診査を受診するときには、この券と被保険者証を窓口に提

出してください。どちらか一方だけでは受診できません。

実施
形態

人間ドック ―

生活機能評価 集団 円 ％

追加項目 ―

詳細項目 個別 円 ％

％
集団 円 ％

8 この券の記載事項に変更があった場合には、すぐに保険者に差し出

して訂正を受けてください。

有効期限 平成20年6月30日

健診内容

保険者所在地 東京都文京区春日１丁目 受けることもあります。

基本項目 ご了承の上、受診願います。

健診結果のデータファイルは、決済代行機関で点検されることがある

他、国への実施結果報告として匿名化され、部分的に提出されますの

ご了承の上、受診願います。

不正にこの券を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を

5

6

7

昭和30年4月30日

負担額 負担率

16番21号

―

―

個別 円

特定健康診査はこの券に記載してある有効期限内に受診してください。

特定健康診査受診結果は、受診者本人に対して通知するとともに、4

3

1 この券の交付を受けたときは、すぐに、下記の住所欄にご自宅の住所

を自署してください。

（特定健康診査受診結果等の送付に用います。）

受診券・利用券（イメージ）

特定健康診査受診券

平成　　年　　月　　日交付

00000000000

生年月日

保険者電話番号 03-5803-1191

受診券整理番号

受診者の氏名

性別

文京　太郎

男

円

窓口の自己負担 保険者負担
上限額

〒　　　－

―
―
―

保険者において保存し、必要に応じ、保健指導等に活用しますので、

被保険者の資格が無くなったときは、５日以内にこの券を保険者に返

してください。

※　受診券・利用券のイメージについては、東京都国保連合会のシステムにより変更の可能性があります。

住所

2

3
受診者の氏名 文京　太郎

有効期限

生年月日

契約とりまとめ機関名

平成20年6月30日

性別

00000000000

印影
省略

保険者番号・名称 Z Z

特定健康診査受診券整理番号

特定保健指導利用券

平成　　年　　月　　日交付
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（別添）

健診対象者の抽出
受診券の発行・送付

（特定健診の開始）

保健指導機関との契約 （ファイル作成・送付）

保健指導対象者の抽出
利用券の発行・送付

予算要求事務

予算内示
契約手続き （特定健診の終了）

健診・保健指導実施
スケジュール作成

契約準備
健診データの受取・
費用決済（最終）

※ 本スケジュールは、事業開始後の実績等を踏まえた上で、適宜修正をしていく。

４月

２月

健診機関との契約

１月

６月

７月

８月
（特定保健指導の開始）

前　　年　　度 当　　年　　度 翌　　年　　度

健診・指導データ抽出
（前年度分）

保健指導状況報告受取
費用決済（最終）

（誕生月により随時送付）

健診データの受取・
費用決済（随時・例月）

実施実績の分析、実施方法、
委託先機関の見直し等

３月

年　　間　　ス　　ケ　　ジ　　ュ　　ー　　ル

実施率等、実施実績の算出
支払基金への報告

９月

10月

11月

12月

５月

（特定保健指導の利用受付終了）

保健指導状況報告受取
費用決済（随時・例月）
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